第９５回土浦全国花火競技大会　団体桟敷席券の申し込みのご案内

（申し込みいただく前に、次の事項を必ずお読みください。）

１　団体桟敷券の購入について　
一般社団法人土浦市観光協会（茨城県土浦市中央一丁目３番１６号。以下「協会」という。）が販売する

桟敷券の購入を希望される方は、協会に申込書を提出した後、協会からの受付確認書をもって申し込みの完
了となります。なお、入金をもって桟敷券の申込契約が完了となります。

２　申し込み及び契約成立について

(１)申込書に所定の事項を記入し、申し込みください。なお、桟敷席は申し込み順により販売いたしますが、

場所の指定をすることはできません。受付は、令和８年７月１４日(火)１０時からとなります。

　(２)申し込みは、ＦＡＸ（０２９－８２４－２８１９）、持参のいずれかの方法でお願いします。

　(３)桟敷券の料金（以下「料金」という。）は、１マス　２２，０００円で５マス以上からの申し込みとします。

なお、１マスは約１７０㎝×約１７０㎝で４名まで利用できます。

(４)協会が申し込みを確認後、受付確認書を送付いたしますので、その確認書の受付日の翌日から起算して

１０日以内に、料金を払い込んでください。この期間内に料金の払い込みが確認できなかった場合は、

予約がなかったものとして取り扱います。

　(５)入金の確認ができた時点で、販売契約が完了されたものとします。

　(６)桟敷券は、１０月中旬までに簡易書留郵便にて送付を予定しています。

３　注意事項
(１)団体桟敷席は、一般用の桟敷席(河川敷)とは異なり、一般用の桟敷席後方の水田の中に約１８０㎝の高さの足場を組んで設置しており、仕掛け花火等の一部はご覧になれませんので、ご了承の上申し込んでください。

　(２)天候等の理由により、大会が延期することがあります。その場合でも、本券はそのままご利用になれます。

(３)不測の事態（天災等）による中止の場合を除き、料金の払い戻しはいたしません。

　(４)桟敷席は、番号表示のみとなり、桟敷席番号が不明な場合は案内することができませんので、必ず観覧者へ桟敷席番号をお知らせください。また、観覧席の出入りの際に一般の方と区別するため、観覧者の方に、

協会で用意したチケットを首から下げてご入場いただくようお知らせください。
　（５）観覧者を募集する際は、上記の注意事項を必ず事前に告知してください。なお、観覧者とのトラブルには協会は一切責任を負いません。

(６) 桟敷席では、他の観覧者の支障となるような椅子等の利用を禁止いたします。※座椅子はご利用可能です。　
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	申　　込　　書

　　　　　　　　　

住　所（所在地）　〒

氏　名（会社名）　　　　　　　　　　　　　　担当者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※必ずご記入ください

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ番号

希望数　　　　　　　　　　　マス　　　　　　　金額　　　　　　　　　　　　　　　円

申 込 日：令和　８　年　　月　　　日


※　振込手数料は、貴社の負担となります。
